
1 

 

 

牛久市教育委員会１０月臨時会会議録 

 

 

１．日  時  平成３０年１０月１５日（月）午前８時５０分 

２．場  所  市役所本庁舎 議員会議室 

３．出席委員  染谷 郁夫・石井 美知夫・芦田 亜里香・五十嵐 登喜子 

４．委員以外  次長              杉本 和也 

の出席者  教育総務課       課長  川真田 英行 

教育総務課     課長補佐  山口 功 

５．欠席者   委員              後藤 雅宣 

教育部長            川井 聡 

次長              飯野 喜行 

６．会議録署名人 芦田 亜里香 

７．報告事項  報告第２５号 学校閉庁日の拡大について 

 

 

 

教育総務課長 

 

  出席委員が、定数に達したため定例会の成立を宣言。 

 

 

教育長 

 

  牛久市教育委員会１０月臨時開会を宣言する。 

 

 

  会議録署名人 芦田 亜里香 委員を指名する。 

 

 

教育長   それでは、報告第２５号「学校閉庁日の拡大について」事務局より説明をお

願いします。 

 

教育総務課長   報告第２５号、学校閉庁日の拡大についてご説明申し上げます。 

  学校における教職員の長時間勤務を是正する教職員の働き方改革の一環とし

て、既に下記の長期休業期間中に学校閉庁日を実施しております。これはお盆

期間中の８月１３日から１６日の４日間実施しているところですが、近隣市町

村の状況等も勘案して、教職員のさらなる長時間勤務を是正するために、茨城

県民の日である１１月１３日及び年末年始の休暇に前後１日ずつを学校閉庁日

として３日間拡大で実施したいと考えております。これについては、９月の議

会におきまして新社会党の杉森議員から一般質問があり、拡大の方向で検討し

ていく答弁をしておるところでございます。 
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  近隣市町村の状況を、議論の参考にしていただければと存じます。よろしく

お願いいたします。 

 

教育長   事務局の説明が終わりました。質問等ありましたらお願いします。 

 

石井委員   トータル７日間は、美浦が実施しており最長です。これについては必要に応

じて出勤することも可能ということですよね。であれば、よろしいと思います。 

 

教育総務課長   美浦が７日間で最長です。 

 

教育長   牛久も７日になりますか。 

 

教育総務課長   ７日になります。 

 

教育長   例えば１月４日は金曜日なので、休むとちょうど先生方も金、土、日が休み

といくわけですね。来年はどういうふうになりますかね。 

  

教育総務課長   次年度は、４日土曜日で、２８日も土曜日ですから、逆に来年はカレンダー

どおりで、８連休がカレンダーどおりでとれます。 

 

教育長   そうですね。閉庁という意味と別で、学校管理規則で定められている学校の

休業日は、２５日から１月７日ですね。 

 

芦田委員   子供たちと同時スタートだと大変だと思ったので、始まる前に１日でも先生

たちが準備をする日があれば問題ないと思います。 

 

教育総務課長   職員の休み日と、学校管理規則の休日とは別ものです。 

  最初、ここで閉庁日をうたってしまおうかということも考えたんですが、こ

こでうたってしまうと職員の勤務日が変わってしまうので、そうなると給与計

算に影響するので、それはできないということで一応県のほうで確認しました。 

 

教育長 

 

教育総務課長 

  閉庁日は年休消化ですよね、 

 

  そうですね。年休消化で休むという、お盆のときと同じパターンです。実質

的には、ほかのところで休みたいとか年休が少ないという方においては、出てい

た方も数人いらっしゃるのは確認しております。 

 

石井委員   閉庁日に出ていた方もいるということですか。 
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教育総務課長   特に市非常勤職員も、初年度は数日しか休暇が与えられていないので、出勤

する職員もおります。 

 

教育長   １２月の学校休業日はいつからでしたか。 

 

教育総務課長   学校は２５日から冬休みです。 

 

芦田委員   ２４日で終わりですね。 

 

教育総務課長   ２４日で終わりです。 

 

教育長   職員は２５、２６、２７日と勤務して、２８、２９、３０、３１日が休みで

すね。 

 

教育総務課長   ８連休とって、５、６、７日と出てくる。それで、８日から授業が始まりま

す。 

 

教育長   そうですよね。 

 

教育総務課長   始業日の前に、開始の前に３日間は出勤日がとなります。 

 

教育長   原則冬休み、先生方の休みを少し長くしてやるという感じですね。２８日か

ら１月４日まで休みにしてやるということですか。 

 

教育総務課長   通常だと６連休ですが、前後に１日ずつ足して８連休にする。 

 

石井委員   それで現場にしわ寄せというか、負担が余り行かなければ全然問題はないこ

とだと思います。 

 

教育総務課長   そのさらに前後に３日ずつ、子供たちはいなくて、事務をとれる期間がある

ということです。 

 

教育長   このことを市議会で部長が話しました。 

 

教育総務課長   議会での一般質問の答弁は、杉森議員からの質問では拡大する方向でという

答えをしました。 

学校閉庁日となる日数は各市町村によって異なりますが、５日前後が多いよ

うです。具体的な実施日は８月１３日から１６日の夏季と１１月１３日、年末

の１２月２８日から１月４日を閉庁日としている市町村もあります。市教育委

員会としたしましても、今後これらの例を参考に拡充してまいりたいと考えて
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おりますという答弁をしています。 

  

教育長   市議会議員さんたちにも了解してもらいました。 

  ほかにないでしょうか。 

 

報告第２５号について出席者全員の賛成を得る。 

  

 

教育長   以上で本日の議事は終了いたします。 

  以上で１０月臨時会を終了いたします。 

  次回定例会は１０月２２日、市役所本庁舎第３会議室、午後１時３０分で開

催となります。よろしくお願いします。 

  ありがとうございました。 

 

  

 


